
№ 質問項目 質問内容 回答

1

募集要領３頁
４　募集条件等

「４ 募集条件等」において
「（5）分譲時に建築条件を
付さないものとします。」
とありますが、建築条件と
は、「建築事業者を指定して
分譲する。」もしくは、「建
築計画等に条件を付して分譲
する」ということでしょう
か。
また、造成後の企業誘致手法
まで規制があるということで
しょうか。

建築条件については、お見込みのとお
りです。
なお、当該条件は、造成後の企業誘致
手法について規制するものではありま
せん。

2

募集要領３
５　想定スケジュー
ル（最短の場合）

候補地提案募集と応募資格審
査申請の違いはなんでしょう
か。

応募資格審査申請につきましては、募
集要領第６に定める応募資格を確認す
るもので、応募資格が認められた民間
事業者は、同要領第１２に定める候補
地提案書の応募手続きを行うことがで
きます。
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